
第１編 総論 

 
第１章              総則 

 

  第１節 目的 

 

１ 目的 

 この計画は、忠岡町域において、武力攻撃等から住民等の生命・身体及び財産を保護

し、住民生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、住民の避難、避難住民等の救

援、武力攻撃災害への対処などの国民保護措置等を的確かつ迅速に実施できるようにす

ることを目的とする。  

 

２ 対象 

 この計画は、忠岡町域の住民はもとより、武力攻撃事態等の発生の際に、通勤、通学、

旅行などで忠岡町域に滞在する者や、行政区域を越えて忠岡町域に避難してきた者も保

護の対象とする。また、それらの者について国籍を問わず保護の対象とする。  

 

 

 

  第２節 武力攻撃事態対処法制 

 

１ 武力攻撃事態対処法 

 平成 15年６月、有事法制の基本法である武力攻撃事態等における我が国の平和と独

立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（武力攻撃事態対処法）が成立し施行さ

れた。この法律は、武力攻撃事態等が発生した場合の対処について定めたもので、基本

理念、国・地方公共団体の責務、対処手続などの基本的事項が規定されている。 

  

２ 関連法制 

 武力攻撃事態等の対処にあたっては、事態等の推移に応じ、事態等を終結させるため

の措置並びに国民を保護するための措置を実施することとされている。これらの措置の

適切かつ効果的な実施を目的として、武力攻撃事態対処法に定められた基本的な枠組み

に沿って以下のような関連法制が整備された。 

  

ⅰ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法） 



ⅱ 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する

措置に関する法律（米軍行動関連措置法） 

ⅲ 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律（特定公共施設利

用法） 

ⅳ 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律（国際人道法違反処罰法） 

ⅴ 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律（海上輸送

規制法） 

ⅵ 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律（捕虜取扱い法） 

ⅶ 自衛隊法の一部を改正する法律 

 

 このうち国民保護法は、武力攻撃事態等における国民の保護について、国、地方公共

団体、指定公共機関等の具体的な役割分担等を定めるとともに、避難、救援、武力攻撃

災害への対処等に関する措置等に関し必要な事項を定めたものである。 

 また、関連する条約としては、ジュネーヴ諸条約のほか、1949年8月12日のジュネ

ーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（第一追加議定書）、

1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追

加議定書（第二追加議定書）がある。また、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との

間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国

政府との間の協定 （日米物品役務相互提供協定）がある。 



《図：武力攻撃事態等への対処に関する法制》 

 

 

 

 

 

武 力 攻 撃 事 態 対 処 法 
武力攻撃事態等の対処に関する基本的事項を規定 

事態対処法に定められた基本的な枠組みに沿って 
以下のような関連法制が整備 

 
 
国民の保護のための
法制 

国 民 保 護 法 
住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災

害への対処に関する措置などを規定 

武力紛争時における
非人道的行為の処罰
に関する法制 

交通及び通信の総合
的な調整等に関する
法制 

米軍・自衛隊の行動
の円滑化に関する法
制 

捕虜の取扱いに関す
る法制 

米 軍 行 動 関 連 措 置 法 
米軍の行動に伴い国が実施する行動関連措置（自
衛隊から米軍へ物品・役務の提供、米軍の行動等

を国民へ情報提供など）について規定 
地方公共団体等は、要請を受け、措置に協力 

改 正 自 衛 隊 法 
災害応急対策、在外邦人輸送等を行う米軍に

対する物品・役務の提供権限を新設 

海 上 輸 送 規 制 法 
海上における外国の軍用品・軍隊の輸送を規

制するため、自衛隊が停船検査、回航措置を

実施 

特 定 公 共 施 設 利 用 法 
特定公共施設等（港湾施設、飛行場施設、道路、

海域、空域及び電波）の利用を調整するため、国
対策本部長は、関係する地方公共団体の長等の意

見を聴いて利用指針を策定 

捕 虜 取 扱 い 法 
捕虜等の人道的な待遇の確保、生命・身体・健康・

名誉の尊重、侵害・危難からの保護を行うため、捕
虜等の拘束、抑留などの取扱いに関し必要な事項を

規定 

国 際 人 道 法 違 反 処 罰 法 
ジュネーヴ諸条約等に規定する重大な違反行

為のうち刑法等で対応できない行為（重要文化

財破壊罪、捕虜送還遅延罪など）に対する罰則

を整備 

日米物品役務相互提供協定 
（ＡＣＳＡ）を改定 
分野：共同訓練、ＰＫＯ等、周辺事態

以外に、武力攻撃事態等、国際

貢献・大規模災害を追加 
内容：食料、燃料、通信設備など以外

に弾薬を追加 

国際人道法であるジュネーヴ条
約の追加議定書を締結 
ジュネーヴ四条約（１９４９） 
国家間の武力紛争時に発生する傷病者

や捕虜の人道的待遇、非人道的行為の
処罰等について規定（締結済） 
 
第一・第二追加議定書（１９７７） 
第二次世界大戦後の武力紛争の多様化

に対応して諸条約を補完・拡充 

改 正 安 全 保 障 会 議 設 置 法 
武力攻撃事態等の対処基本方針などを審

議し首相へ答申 

改 正 自 衛 隊 法 
防衛施設構築に関する規定、関係法律の適

用除外等を追加し、自衛隊の行動を円滑化 
知事は、要請に基づき、防衛施設に必要な

土地を使用できる 


